
就労準備支援事業
その他就労準備支援

居住支援事業
（シェルター事業）
その他緊急支援

居住支援事業
（地域居住支援事業）
その他地域居住支援

家計改善支援事業
その他家計改善支援

子どもの学習・生活支援事業
その他子どもの学習・生活支
援

生活保護世帯及び生活困窮者自立支援法に規定された生活困窮者世
帯の小学校４年生から中学校３年生までの児童等を対象に、学習支
援や学習の場所・機会の提供などを実施しております。

生活困窮者に対する各種支援の実施状況
自治体名 福生市

相談窓口 社会福祉課

連絡先 042-551-1735

本事業は、「生活困窮者の相談に応じ、適切にアセスメントを実施
して一人ひとりの状態にあったプランを作成し、必要な支援の提供
につなげる」及び「関係機関とのネットワークづくりと地域に不足
する社会資源の開発等に取組む」ことを目的として、実施していま
す。

本事業は、生活困窮者等に対し、収入、支出その他家計の状況を適
切に把握すること及び家計の改善の意欲を高めることを支援すると
ともに、生活に必要な資金の貸付けのあっせんを行うことを目的と
して、実施しています。


